
 

 

宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金交付要綱 

 

 （通則） 

第１条 宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関しては、補助金等の取扱いに関する規則（平成元年規則第１９号）の定めるところに

よるほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、刻々と変化する経済・社会情勢に適合しようと、地域産業などへ

の波及効果が期待できる新たなビジネスモデルを立ち上げようとする事業者等を支援す

ることで、本市経済の活性化を図ることを目的とする。 

 （補助金の交付対象） 

第３条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業者等が行う新たなビジネ

スモデルの創出に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助対象者、事業等（以

下「補助事業」という。）の内容、補助金の額等に関しては、別表第１に掲げるとおり

とする。 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助を希望する事業者等は、補助金交付申請書（様式第１号）及び別表第２に掲

げる書類を市長に提出しなければならない。 

 （宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金審査委員会） 

第５条 市長は、前条の規定により申請のあった交付申請書に記載された内容について、

第２条に定める内容にかかる適合性を審査するため、宝塚市新ビジネスモデル等創出支

援補助金審査委員会（以下、「審査委員会」という）を置く。 

２ 審査委員会は、市長が別に定める審査委員会設置基準に基づき、交付申請書等の記載

内容について、補助金の交付の適否を審査し、その結果を市長に報告する。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の審査会の報告内容により、当該申請に係る補助金を交付すべきも

のと認めたときは、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする。 

２ 市長は、交付決定をする場合において、必要があるときは、条件を付するものとす

る。 

３ 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（様式第２

号）により該当の事業者等（以下、「補助事業者」という。）に通知するものとする。 



 

 

 （補助事業の着手の届出） 

第７条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、補助事業着手申込・届出書

（様式第３号）を提出するよう求めることができる。 

 （補助事業の変更、中止又は廃止） 

第８条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分の変更（市長が別に定める軽微な変

更を除く。）または、補助事業の内容の変更（市長が別に定める軽微な変更を除く。）

を行おうとする場合は、あらかじめ、補助事業変更交付申請書（様式第４号）及び別に

定める書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ補助事業

中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

３ 補助事業者は、補助申請者の住所、代表者等の変更を行おうとする場合は、代表者等

変更届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、第１項及び第２項による申請があった場合には、その内容を審査の上、適正

と認められるときは、その旨を補助金変更交付決定通知書（様式第７号）又は補助事業

中止（廃止）承認通知書（様式第８号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 （実績報告書） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止を受けたときを含む。

以下同じ。）は、補助事業実績報告書（様式第９号）及び市長が別に定める書類を市長

にその指定する期日までに提出しなければならない。 

 （是正命令等） 

第１０条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事

業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内

容等に適合させるための措置を補助事業者に命ずることができる。   

２ 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなけ

ればならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、補助事業の完了に係る第９条及び前条第２項の実績報告があった場合

において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該事業の

成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知する



 

 

ものとする。 

２ 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額（第８条第４項の規定により変更された

場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。）と同額である

ときは、前項の規定による通知を省略することができる。 

 （補助金の請求） 

第１２条 市長は、前条第１項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助

金請求書（様式第１１号）により補助金を交付する。 

 （交付決定の取消） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交

付決定の全部又は一部取り消すことができる。 

 （１） この要綱の規定に違反したとき。 

 （２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。  

  （３） 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

 （４） 虚偽その他不正な行為等により補助金を受けたとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書

（様式第１３号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による取消しを決定した場合において、当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から１５

日以内の期間を定めて、その返還を命ずることができる。  

２ 市長は、第１１条第１項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、当該確定日の翌日から１５日以内の期限を定めて、その返

還を命ずることができる。 

３ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長することがで

きる。 

 （帳簿の備付け） 

第１５条  補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を

備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の

翌年から５年間保存しなければならない。 

 （財産の処分の制限） 

第１６条  補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に



 

 

定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が５０万円以

上であるときは、市長の承認を受けなければならない。 

２  補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の

間、保存しておかなければならない。 

 （補則） 

第１７条  補助事業者は、補助金の交付等に関し国又は県から指示がある場合は、その指

示に従わなければならない。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和３年７月１３日から施行する。 

 （要綱の失効）  

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金交付要綱の規定

は、この要綱の施行の日以後に申請を受け付ける補助金について適用し、この要綱の施

行の日前に申請を受け付けた補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際現に補助金の申請を行っている者に係る補助金については、なお、

従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際現に補助金の申請を行っている者に係る補助金については、なお、



 

 

従前の例による。 

 



 

 

別表第１（第３条関係）                                 

補助対象者 

以下の条件を全て満たすもの 

（１）市内事業者または半数以上を市内事業者が占める連携体 

（２）特定創業支援事業認定者（複数事業者であれば１事業者以上が認定

を受けていること）、または創業５年以上経過し継続して事業を実施し

ているもの（複数事業者であれば１事業者以上が創業後５年以上経過し

継続して事業を実施していること） 

（３）市税の滞納がない事業者（複数事業者であれば全事業者が滞納して

いないこと） 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）の適用を受ける業種を除く。 

補助対象経費 

新たなビジネスモデルを創出するために必要な費用への補助 

 ①備品購入費 ②消耗品費 ③改装費 ④役務費 ⑤開発費 

⑥委託費 ⑥広告費 ⑦人件費（ビジネスモデル等の構築にかかる臨時

的な人件費に限る。） 

※消費税及び地方消費税相当分については補助対象経費から除外する。 

補助の限度額 

補助率 

補助金の額は、補助対象経費の１／２以内の額（その額に千円未満の端

数がある時は、これを切り捨てた額）とし、１００万円を限度とする。 

 

別表第２（第４条関係） 

提出書類 

・補助金交付申請書（様式第１－１号） 

・事業計画書（様式第１－①） 

・収支予算書、経費内訳書（様式第１－②） 

・暴力団排除誓約書（様式第１－③） 

※交付決定前に着手する予定の場合は、補助事業着手申込・届出書（様式

第３号） 

添付書類 

申請者が法人である場合 

・直近年度の法人税確定申告書類の写し等（法人事業概況説明書、決算

書、法人税申告書別表１－１を含み、収受印日付があるもの（e-Taxの場

合にあっては、受付日付の印字又は受信通知画像の添付があるもの）を

いう。） 



 

 

・履歴事項全部証明書の写し（発行日から６か月以内のもの） 

申請者が個人事業者の場合 

・直近年度の所得税確定申告書類の写し等（確定申告書第１表を含み

（青色申告の場合にあっては、青色申告決算書（２ページ目を含む）、

白色申告の場合にあっては収支内訳書を含む。）、収受印日付があるも

の（e-Taxの場合にあっては、受付日付の印字又は受信通知画像の添付が

あるもの）をいう。 

・事業の開始時期及び事業の本拠地を確認できる書類（開業届の写し等の

資料をいう。） 

なお、申請者が法人又は個人事業者であっても、連携体の場合は構成員全

員が各書類を提出するものとする。ただし未創業等で提出できない場合を

除く。 

 

 

別に定める事項 

関係条項 内容 

第８条第１項 

（添付書類） 

・事業計画書【変更】（事業計画書（様式１－①）に準ずる） 

・収支予算書【変更】（収支予算書（様式１－②）に準ずる） 

 ※変更前を上段、変更後を下段に記入すること。 

（軽微な経費配分の変更） 

補助対象経費の各配分項目において２０％以内の増減の変更 

（軽微な事業内容の変更） 

事業計画の細部を変更する場合 

第９条 

（添付書類） 

 事業報告書（様式９－①）、収支決算書・経費内訳書（様式９－②）、 

領収書、成果を証する資料 

（指定期日） 

 事業完了から３０日または申請日が属する年度の２月末日のいずれか

早い日 



 

 

第１６条第１項 （処分制限期間）５年 

 


